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市右衛門

越後の金工

清永
寛永5年没

（右兵衛）

吉定
承応元年没

(1652年)

（才次郎）

清重
寛文4年没
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忠清
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定次
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加賀後藤の祖

加賀藩銀吹座役

(貨幣鋳造役)

九谷金山錬金役

養子

広清
寛文10年没

（七兵衛のちに清次郎）

清寅
元禄元年没

（七兵衛）

京の後藤顕乗に学ぶ。

高岡から金沢へ移る。

詮清
享保5年没

（七兵衛）

養子
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（清左衛門）
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文政3年没
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清永
嘉永4年没

（才次郎）

清恒
嘉永3年没

（七兵衛）

七兵衛
明治2年没

才次郎
明治2年没

文政13年(1830年)京都の後藤東乘が金沢を訪れた際、

止宿先に表敬訪問した後藤七兵衛清恒に対し、出自を

めぐり後藤姓の禁止を命ずる事件が起こった。

九谷の開祖才次郎

知行100石 5人扶持

4人扶持

知行100石→150石

加賀藩の俸禄米について

武士の給与にあたる「俸禄米」には、知行、扶持、切米の三種類があります。幕府では1俵=3斗5升(0.35石)でしたが、

加賀藩では1俵=5斗(0.5石)で換算されました。

＜知行＞指定された知行地からの年貢を受け取れるが、領民の取り分があるので四公六民とすると40%が受け取れる。

例：知行100石：100石の知行地が与えられるが、四公六民とするとそのうちの40石(80俵/年)が受け取れる

＜扶持＞指定された人数分の年間消費量に相当する米が年数回に分けて支給される。

例：5人扶持：1人1日5合で計算され、9125合＝91.25斗＝9.125石(18俵/年)が春と年末の二回に分けて支給される。

＜切米＞指定された俵数の米が年数回に分けて支給される。

例：切米40俵が春と年末の二回に分けて支給される。

加賀藩

大聖寺藩
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